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（議事日程） 

日程第１  報告事項   平成３０年第４回区議会定例会一般質問通告につ

いて 

日程第２  報告事項   目黒区立学校（園）における働き方改革実行プロ

グラム（仮称）（素案）について 

日程第３  報告事項   教育委員会名義の使用承認状況について 

日程第４  報告事項   学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果に

ついて 

 資料配布 

 ・教育施策説明会配布資料抜粋（次第、スライド印刷、アンケート用紙） 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長   第４３回目黒区教育委員会定例会を開会いたします。本日の欠

席委員、欠席職員はございません。署名委員は笹尾委員です。 

       それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１  平成３０年第４回区議会定例会一般質問通告について（報告事

項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第２を議題とします。 

 

（日程第２  目黒区立学校（園）における働き方改革実行プログラム（仮称）

（素案）について（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

○委員    先生方は、夜遅くまで職員室で仕事をしていて、大変だという

話を聞いたり、様子を見たりしているので、この働き方改革を進

めていくことはいいことだと思います。ただ、国や都からトップ

ダウンで先生たちが難しいと考えているような内容を盛り込むの

であれば、少し違うと思っています。先ほど、教職員から意見募

集というのがありましたので、しっかりと校長先生、副校長先生、

教職員の皆さんの意見を吸い上げていただきたいという要望が１

点と、少し気になった文言として、「当面の目標」という、この

「当面」がどのくらいの期間を指しているのか、少し具体的に示

したほうがよいと思います。具体的に来年度なのか、３カ年なの

か、どうでしょうか。 

○説明員   先ほどもご説明したように、教育委員会としての条件整備、環

境整備と、学校での取り組みということで、学校の取り組みは例

示で、自発性を促していきたいと考えていますけれども、教育委

員会の取り組みについても、今回、意見募集しますので、教職員

の方の意見も踏まえて、今のご意見に沿ったように、負担になる

ようなことはないように調整をしていきたいと思います。 
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       それから、２点目の当面の期間ですけれども、これは実際に取

り組んでみた状況にもよるので、具体的な期間は示してはいませ

ん。かといって、いつまでなのか。これは３カ年のものを示して

いますので、３カ年待つのかという議論もあるかと思いますけれ

ども、一つの目安としては、この３カ年の中で実施をして、でき

るだけ早く６０時間を超える教員がゼロになるように取り組んで

いく、今のところはそう考えています。 

○委員    ６０時間を超える教員ゼロというのは、高いハードルだと思う

ので、３カ年ぐらいかかるのではないかと思うので、当面の目標

という文言を変えないにしても、説明をする際に具体的な目標と

してお伝えいただいたほうがいいのではないかと思います。 

○説明員   ここに記述するかどうかは別にして、例えば合同校（園）長会

での説明、合同副校（園）長会での説明の際も、何らかの形でお

伝えできるように工夫していきたいと思います。 

○説明員   ３年という一つの目安があるものの、教員の基礎定数の改善が

なければ、この改革は進まないと思っているので、３年間でこれ

を実現するというのは厳しいハードルだと思っております。 

○委員    確かに上から言われて、とにかく時間数を減らすということだ

けにすると、結局業務の内容が変わらない限り、それは不可能だ

と思います。私はこの６ページの教員業務の見直しと業務改善の

推進というところが一番核になると思っています。今の先生は、

すごく業務の内容が多岐にわたっていて、しかも、細かい事務作

業も多いので、本当に効率化を目指すのであれば、無駄をなくし

て、やらなくてもいい仕事をできるだけ減らすという、根本的な

改革が必要だと思います。 

       それから、給食費や教材費などの学校徴収金など、現場の教員

が行うのは、無理な話なので、予算が必要になってくると思いま

すけれども、専門の人に任せるなど、業務の内容自体を見直さな

いと、時間だけ減らしなさいと言っても、結局持ち帰ってやると

いうことになってしまうと思います。 

○説明員   私どももそのように考えていますので、そういう形になるよう

にこのプログラムをつくっていきたいですし、実際進めるに当た

っては、そういう観点から進めていきたいと考えています。 

○委員    結局、お金と人との問題です。我々の世界も全く同じですけれ

ども、お金がないところにお金を出さなくてはいけない、人がい

ないところに人を出さなくてはいけない。そうすると、サービス
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を低下させるしかないということになります。お金と人は、こち

らが望んでもなかなか確保できないです。そうなりますと、サー

ビスをどこまで落とすかというところになります。 

       ですので、地元の人たち、周りの人たちがどこまで納得できる

かというところが一番大切だと思います。実際に実行するのは大

変です。その辺のことを考えながら、どこまでサービスを切り詰

めるのかというところを含めて、検討していただければいいと思

っています。 

○説明員   子どもたちへの教育を低下させるということは、絶対にできま

せんので、国や都が示しているように、教員がやるべきもの、そ

れから教員以外でもできるもの、教員以外がやるべきものを整理

していきたいと思っています。 

       それから、お金は確かに必要です。先ほど定数の話もしました

けれども、お金、それから仕組みなど、区だけではできないこと

も多々あります。ですので国や都に要望を継続しながら、我々と

しては区でできること、予算の問題はありますが、必要なものは

可能な限り予算化し、進めていきたいと考えています。 

○委員    取組方針１の、教育委員会は、時間を創出するための環境整備

を図ります、とあります。教育委員会が主語になっていますので、

教育委員会のＰＤＣＡがこの中に盛り込まれてくると思います。 

       時間を創出するための環境整備に、教育委員会がＰＤＣＡで取

り組むと大変という気がしておりますが、こういう取組方針を掲

げるからには、環境整備のＰＤＣＡについて、若手の先生方でも

理解できるような説明を今後持っていっていただきたいという要

望を申し上げたいと思います。 

       それから、取組方針２で、主語は「学校は」になっているので

すけれども、教職員一人一人の意識改革に努めますということは、

学校というよりは、意識改革そのものは教職員一人一人ですから、

その教職員一人一人がみずからのＰＤＣＡに落とし込めるかどう

かも大変なことかなと思います。 

       この辺をわかりやすく示していくのが、この取組方針１に示す

教育委員会の環境整備の仕事ではないかと思いますので、具体化、

見える化を図るための一歩一歩の行動をお願いしたいと思います。 

○説明員   一つ一つの具体的な取り組みをＰＤＣＡでというのは、かなり

難しいと思っています。２ページの一番下に、当面の目標達成に

向けた指標と書いています。この指標自体、この数でいいのかど
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うかをこれから精査していく必要があると思いますけれども、こ

ういった指標を設けたり、あるいは学校評価、事務の点検評価も

活用しなさいと国も言っていますので、ここに掲げた取り組みを

進めていく中で、一つ一つは難しくても、それによって教員の勤

務時間がどうなったのか、あるいは年休の取得の状況がどうなっ

たのか、確認や点検をしながら、当面は進めていきたいと思いま

す。 

       わかりやすくという部分については、今のご意見も踏まえまし

て、できる限り、若手の教員にもわかるような工夫ができれば、

さらに工夫していきたいと思います。 

○教育長   この目黒区立学校（園）における働き方改革実行プログラムも、

性格としては、目黒区教育委員会又は目黒区立学校（園）が具体

的に取り組める内容を実行プログラムとして、素案として出して

きたものですけれども、これだけ進めていても働き方改革は進み

ません。国は国としての果たすべき役割があり、東京都教育委員

会は東京都教育委員会が果たすべき役割があって、それらが相乗

的に相まって、教員の働き方改革が進むわけです。これはあくま

でも、目黒区教育委員会あるいは区立学校ができる、具体的に取

り組める内容に落とし込んだものということで、そういう性格を

有しているということが１つあります。 

       例えば、国が果たすべき役割として最も根本的なのは、教職員

の人事権について、私ども基礎自治体におろしていくという大き

な命題があります。さらに、法整備の改正もにらんだ教職員定数

の増は全国都市教育長協議会で、既に今年の５月に決議しており

ますので、こういったものが実現していかなければ、真に働き方

改革は進んでいかないということはあります。 

       それから、特別区教育長会で要望しておりますけれども、部活

動指導員の実態に合った単価アップなどを、平成３１年度の要望

の中に既に東京都教育委員会に要望していますので、そういった

ヒト、モノ、カネといった行政資源も整備された上で、初めて働

き方改革が進んでいくと思います。 

区として実行できるものということでの今回の素案ですので、

今後、いただいたご意見については、教職員等の具体的な意見も

聞いていきますので、その中でまた各委員のご意見もお伺いしな

がら、最終的に案としてまとめていきたいと思います。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 
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       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第３を議題とします。 

 

（日程第３  教育委員会名義の使用承認状況について（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第４を議題とします。 

 

（日程第４  学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について（報告

事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

 

  資料配布 

  ・教育施策説明会配布資料抜粋（次第、スライド印刷、アンケート用紙） 

 

○教育長   以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時９分閉会） 

 

 


